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平
成
20
年
４
月
か
ら

「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
」
が
始
ま
り
ま
す

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
は
、
健
診
の
実
施
主
体

が
市
町
村
か
ら
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
（
国
保
、

組
合
健
保
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
）

に
変
わ
り
、
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
の
あ
る
人
の
把
握

と
改
善
の
た
め
に
行
わ
れ
る
健
診
で
す
。

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）

に
着
目
し
た
健
診
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
習

慣
病
の
リ
ス
ク
が
高
い
人
を
選
定
し
、
選
定
さ
れ
た
人

に
対
し
て
保
健
指
導
を
実
施
し
、
生
活
習
慣
の
改
善
を

目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

が
ん
検
診
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
市
町
村
が

実
施
主
体
と
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の
流
れ
に
つ

い
て
①
か
ら
③
で
紹
介
し
ま
す
。

①
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
す

特
定
健
診
の
対
象
者
は
、
40
歳
か
ら
74
歳
の
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
で
す
。

対
象
の
人
に
は
、
加
入
す
る
医
療
保
険
者
か
ら
「
特
定

健
診
受
診
券
」
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
受
診
券
と
被
保
険
者

証
を
持
参
し
、
医
療
保
険
者
が
指
定
す
る
医
療
機
関
や
検

診
機
関
な
ど
で
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
す
。

特
定
健
診
の
検
査
内
容
に
つ
い
て
は
、
下
表
の
と
お
り

で
す
。

②
判
定
・
結
果
通
知
さ
れ
ま
す

問
診
や
健
診
の
結
果
か
ら
、
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
の

数
や
年
齢
な
ど
を
総
合
し
て
、
生
活
改
善
の
必
要
性
レ
ベ

ル
が
判
定
さ
れ
、
3
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
結
果

通
知
が
行
わ
れ
ま
す
。

結
果
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
3
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
次
の

と
お
り
で
す
。

詳　細　な　健　診
（医師が必要と判断した
人のみ行います）　　

基　本　的　な　健　診

（必　須　項　目）

貧血検査

（赤血球・血色素・ヘマトク

リット）

眼底検査

心電図検査

問診（病歴、服薬、喫煙の状況等）

身体計測（身長・体重・BMI・腹囲）

脂質検査（中性脂肪・HDLコレステロール・

LDLコレステロール）

血糖検査（血糖値又はヘモグロビンAlc・尿糖）

肝機能検査（GOT・GPT・γ-GTP）

尿検査

情報提供グループ動機づけ支援グループ積極的支援グループ

メタボリックシンドロー
ムのリスクがない人

メタボリックシンドロー
ムのリスクが出始めた人

メタボリックシンドロー
ムのリスクが重なってい
る人



③
特
定
保
健
指
導
を
受
け
ま
す

結
果
に
基
づ
い
て
、
特
定
健
診
を
受
診
し
た
全
員
の
人

が
3
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、
必
要
性
に
応
じ
た
保

健
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
積
極
的
支
援
」「
動
機
づ
け
支
援
」
と
判
定
さ
れ
た

人
に
は
、
加
入
す
る
医
療
保
険
者
か
ら
「
特
定
保
健
指
導

利
用
券
」
が
送
ら
れ
ま
す
。
利
用
券
を
持
参
し
、
医
療
保

険
者
が
指
定
す
る
機
関
で
生
活
改
善
の
実
践
と
検
査
値
改

善
を
目
指
し
て
、
医
師
や
保
健
師
、
管
理
栄
養
士
な
ど
か

ら
保
健
指
導
を
受
け
ま
す
。

上
三
川
町
国
保
で
は
、「
積
極
的
支
援
」
と
「
動
機
づ

け
支
援
」
に
な
っ
た
人
に
対
し
て
、「
健
診
結
果
説
明
会
」

を
開
催
し
、
結
果
を
お
返
し
し
な
が
ら
保
健
指
導
を
行
っ

て
い
く
予
定
で
す
。

保
健
指
導
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
服
薬
中
の
人
は
継
続
的
に
医
療
機
関
で
受
診
し
て
い
る

た
め
、
保
健
指
導
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
主
治
医

の
指
導
の
も
と
で
適
切
な
治
療
、
管
理
を
継
続
し
て
く

だ
さ
い
。

※
65
〜
74
歳
の
人
は
、「
積
極
的
支
援
」
に
判
定
さ
れ
た

場
合
で
も
「
動
機
づ
け
支
援
」
に
な
り
ま
す
。

とちぎ未来クラブが地域結婚サポーターを委嘱
栃木県では、少子化対策の一環として、県民総ぐ
るみで結婚・子育てを支援し、家庭を築き安心して
子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、
とちぎ未来クラブ（会長　栃木
県知事）を発足しました。
その中のとちぎ出会いサポー
ト事業（結婚支援事業）を実施
するため、上三川町では3名の
民生・児童委員が地域結婚サポ
ーターに委嘱されました。
地域結婚サポーターは、地域
での結婚相談や結婚支援事業に
関する情報提供活動を行います。

▼問い合せ先＝健康福祉課　子育支援係
1%6９１３０
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▼
問
い
合
せ
先
＝

保
険
課
　
健
康
診
査
担
当

1
%6
９
１
２
９

情 報 提 供 と

判定された人

動機づけ支援と

判定された人

積極的支援と

判定された人

健康的な生活を送るための

生活習慣の見直しや改善の

ポイントなどについての情

報が提供されます。

（パンフレットなど）

原則1回の保健指導が行わ
れます。
自分の生活習慣の改善点に
気づき、自分で目標を設定
して、それを行動に移すた
めに必要なサポートが受け
られます。

3～6か月間、積極的に保健

指導が行われます。

実践できる目標を自分で選

択して、継続的に実行する

ために必要なサポートが受

けられます。

猪瀬　勝子委員
1%6４５２１

大金　アサ委員
1%3４１５０

森　　宗子委員
1%6２２５０


